
地域子ども文教委員会 

平成３０年１２月３日 

墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例（案） 

新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （所得の制限） 

第４条 前条第１項の規定にかかわらず、次

の各号のいずれかに該当するときは、当該

所得のあった翌々年の１月１日から１年

間は対象者としない。 

 ⑴ 対象者の属するひとり親家庭の父若し

くは母又は養育者（以下「ひとり親等」

という。）の前々年の所得が、その者の

所得税法（昭和４０年法律第３３号）に

規定する同一生計配偶者及び扶養親族

（以下「扶養親族等」という。）並びに

対象者の扶養親族等でない児童でひとり

親等が前々年の１２月３１日において生

計を維持したものの有無及び数に応じ

て、規則で定める額以上であるとき。た

だし、ひとり親等（父又は母に限る。以

下この号において同じ。）の監護する児

童が母又は父から当該児童の養育に必要

な費用の支払を受けたときは、規則で定

めるところにより、ひとり親等が当該費

用の支払を受けたものとみなして、所得

の額を計算するものとする。 

 ⑵ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴ 対象者の属するひとり親家庭の父若し

くは母又は養育者（以下「ひとり親等」

という。）の前々年の所得が、その者の

所得税法（昭和４０年法律第３３号）に

規定する控除対象配偶者及び扶養親族

（以下「扶養親族等」という。）並びに

対象者の扶養親族等でない児童でひとり

親等が前々年の１２月３１日において生

計を維持したものの有無及び数に応じ

て、規則で定める額以上であるとき。た

だし、ひとり親等（父又は母に限る。以

下この号において同じ。）の監護する児

童が母又は父から当該児童の養育に必要

な費用の支払を受けたときは、規則で定

めるところにより、ひとり親等が当該費

用の支払を受けたものとみなして、所得

の額を計算するものとする。 

 ⑵ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 
  

付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４条第１項第１号の規定は、平成３２年１月１日以後

に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る

医療費の助成については、なお従前の例による。 


